
  

令和８年度愛媛県立松山聾学校高等部生徒募集要項 
 
１ 募集人員 
  普通科（８名）、理容科（８名） 計 16名 
 
２ 出願資格 
  入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令（昭和 28年政令第 340号）第 22
条の３の表に定める程度の者で、次のいずれかに該当するものとする。 

  (1) 令和８年３月末日までに特別支援学校の中学部、中学校若しくは義務教育学校（以下
「中学部等」という。）を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見
込みの者 

  (2) 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者 
  (3) 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 
 
３ 出願期間 
   出願期間は、令和８年１月 27日（火）午前９時から２月９日（月）正午までとする。 
 
４ 出願制限 
  入学志願者は、２以上の県立特別支援学校又は障がい部門への出願をすることはできな

い。ただし、本校への出願を行う場合、本校の他の学科を第２志望とすることができる。 
 
５ 出願手続 
  (1) 入学志願者は、次のとおり出願手続を行うものとする。 
  ア 入学志願者は、事前にえひめ電子申請システムの利用者登録を行った上で、同システ

ムにより、出願手続を行う。 
  イ 県外からの入学志願者は、アにより出願手続を行うとともに、在籍中学部等校長を経

て（在籍中学部等のない場合にあっては、直接）、本校校長に入学志願理由書を提出し
なければならない。 

  (2) 在籍中学部等校長は、入学志願者による出願手続が行われたときは、次のとおり手続を
行うものとする。 

  ア 入学志願者の在籍中学部等が県内の公立の中学部等又は中等教育学校である場合、在
籍中学部等校長は、入学志願者が出願手続により入力したデータに報告書（７に掲げる
ものをいう。以下同じ。）を添付して、専用の出願管理システム（以下「入試出願シス
テム」という。）により本校校長へ提出するものとする。 

  イ 入学志願者の在籍中学部等がアに掲げるもの以外の場合、在籍中学部等校長は、えひ
め電子申請システムの利用者登録を行った上で、同システムにより報告書（県外からの
入学志願者の場合は、報告書及び入学志願理由書）を本校校長へ提出するものとする。 

 
６ 受検票の交付 
  (1) 受検票交付の処理は、次のとおりとする。 
  ア 本校校長は、令和８年２月 20日（金）までに、入試出願システムにより受検番号の

確定を行うものとする。 
  イ 入学志願者の在籍中学部等が県内の公立の中学部等又は中等教育学校である場合、在

籍中学部等校長は、本校校長による受検番号の確定後、入試出願システムにより受検票
をダウンロードし、印刷をして入学志願者に交付するものとする。 

  ウ 入学志願者の在籍中学部等がイに掲げるもの以外の場合、在籍中学部等校長は、本校
校長から送付された受検票を入学志願者に交付するものとする。 

 
７ 報告書の提出 
  (1) 在籍中学部等校長は、次の報告書を本校校長に提出するものとする。 
    ア 調査書 
    イ 健康診断票 
  (2) 在籍中学部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出できないときは、その事



  

情を記した事由書及び当該報告書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。 
  (3) 本校校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍中学部等校長に説明を求めるこ

とができる。 
 
８ 学力検査等 
  (1) 普通科 
      普通科の入学志願者に対して、次により面接を行う。学力検査は、実施しない。 
  ア 面接期日 令和８年３月 10日（火）   
    イ 面接会場 愛媛県立松山聾学校 
   ウ 日程 

9：00～  9：15（15）説明及び諸注意 
9：20～         面接 

 
    エ 持参品  受検票、筆記用具、上履き 
  (2) 理容科 
      理容科の入学志願者に対して、次により学力検査及び面接を行う。 
  ア 検査期日  令和８年３月 10日（火） 
    イ 検査場   愛媛県立松山聾学校 
    ウ 検査教科  国語、社会、数学、理科、英語 計５教科 
  エ 面接   志願者全員に実施する。 
   オ 日程 

9：00～  9：15（15）日程説明及び諸注意 

9：20～  9：50（30）国語 

10：00～ 10：30（30）数学 

10：40～ 11：10（30）英語 

11：20～ 11：50（30）社会と理科 

12：00～           面接 

   カ 持参品  受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、鉛筆削り、消しゴム、コンパス、 
定規（分度器兼用のものは除く。）、下敷き（無地）、上履き、昼食 

         上記以外のもの（分度器、計算・翻訳・通信等の機能をもった物品等）の
検査場への持込みは、禁止する。 

 
９ 合格者の発表 
  合格者の発表は、令和８年３月 19日(木)午前 10時に、本校玄関において受検番号を掲示

して行う。 
  また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページにも、受検番号を掲載する。 
 
10 入学説明会 
    合格者に対する入学説明会を、令和８年３月 23日（月）午前９時から本校で実施する。

合格者は、保護者と参加すること。 
   
11 問い合わせ先 

愛媛県立松山聾学校 教務課（担当 森山 剛） 
  〒 799-2655  松山市馬木町 2325番地 
  TEL 089-979-2211 FAX 089-979-2214 
  E ﾒｰﾙ matsd-ad@esnet.ed.jp 

 


